
※記事の問い合わせは　総務課82ー1226・82ー1254・税務課82ー1224・住民福祉課82ー1221・保健衛生課82ー1777
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　　　            ５月の在宅当番医　
◎診療時間：午前9時～午後5時

＊診療科目以外の受診については、他の医療機関を紹介することもあります。
 受診する際には、医療機関に電話連絡をしてください。

心配ごと相談・行政相談
　合同相談所の開設

　日常生活でお困りの人は、相談所

を開設しますので、おでかけくださ

い。相談は無料で秘密厳守のうえ受

け付けています。

日　時　５月１６日（水）

　　　　午後１時～３時まで

場　所　役場１階　中会議室

問合せ　社会福祉協議会　 82-1238

　　　　役場総務課　　　 82-1226

農地を農地以外に使用する場合は許可が必要です！

   ３日　瀬川病院（内科・外科）                           小川町         72-0328
   ４日　いちごクリニック（内科・小児科・胃腸科・アレルギー科）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東松山市　　36-1115 
   ５日　埼玉成恵会病院（内科・外科・整形外科）　東松山市　　23-1221
   ６日　福島医院（内科・外科・胃腸科）　　　　　東松山市　　22-8050
１３日　ほしこどもおとなクリニック（内科・小児科・アレルギー科）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東松山市　　24-0753
２０日　峯医院（婦人科・小児科・外科）　　　　　東松山市　　22-0005
２７日　いちごクリニック（内科・小児科・胃腸科・アレルギー科）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東松山市　　36-1115 

　　　　日本脳炎の予防接種について
　平成２３年５月２０日から日本脳炎の定期予防接種の一部が変更になり、平

成 １７年～平成２１年度の間に定期の予防接種の機会を逃した方々への接種時

期が緩和されました。

　平成２４年度は３歳・４歳（平成２０年４月２日～平成２２年４月１日生ま

れ）のお子様に加え、小学２年生・小学３年生・小学４年生（平成１４年４月

２日～平成１７年４月１日生まれ）のお子様にも日本脳炎の定期予防接種のご

案内を行っています。定期接種と定期外接種（任意接種）にかかわらず、過去

に接種した回数の不足分を接種してください。

◆４歳（平成２０年４月２日～平成２１年４月１日生まれ）のお子様と小学４

　年生のお子様には、平成２３年度、ご案内を行いました。

◆１期接種を逃した場合は、１期接種の残りの回数を受けてください。

◆２期接種は、１期接種を終了した９歳以上の方が対象になります。

◆平成７年６月１日～平成１９年４月１日生まれで、１期・２期の接種が終わ

　っていないお子様は、２０歳未満までの間、接種を受けることができますの

　で、希望される方は保健センターへお問い合わせください。

問合せ　保健センター 　８２－１５５７

　　　細川紙技術者協会 研修生募集

　重要無形文化財保持団体【細川紙技術者協会】では、後継者育成のための研　

修（修業）事業を実施しています。この度、新たに研修生を募集することとな

りました。意欲のある方のご応募をお待ちしております。

応募受付期間　５月７日（月）～６月１３日（水）

募 集 人  数　４名

応募資格・要件　・小川町、東秩父村および近郊にお住まいで４０歳までの方

　　　　　　　・細川紙の製作技法を習得し、その伝承に努めていく意思のあ

　　　　　　　　る方

　　　　　　　・将来、小川町、東秩父村および近郊で手漉き和紙の製作に携

　　　　　　　　わる意思のある方

そ　 の 　他　・年４０日程度で、原則４年間の研修となります。

　　　　　　　・詳細については面接時に説明します。

面　　　　接　６月２０日（水）  詳細は応募締切後にご連絡いたします。

研　修　開　始　７月２日（月）を予定しています。

申込先・問合せ　履歴書・志望動機書を細川紙技術者協会事務局（小川町商工会

　　　　　　　内）へご郵送ください。

　　　　　　　〒３５５－０３２８ 埼玉県比企郡小川町大塚３３

　　　　　　　　 ７２－０２８０  FAX７２－１００４

　　　６月１日は
　「人権擁護委員の日」

　人権擁護委員は、自由人権思想の普

及高揚に努めることを使命とし、市町

村長から推薦された委員を法務大臣が

委嘱します。

　東松山人権擁護委員協議会では、

「人権擁護委員の日」の行事として、

人権に関する特設人権相談所を開設し

ますので、ぜひご利用ください。

　相談は無料で秘密は厳守します。

日　時　６月１日（金）

時　間　午前１０時～午後３時

場　所　役場１階 中会議室

担　当　人権擁護委員

問合せ　東松山人権擁護委員協議会

　　　　事務局 　２２－０３７９

　　　　総務課 　８２－１２２６

自動車税は役場で納めましょう

　５月は自動車税の納期です。

　本年も５月１日から５月３１日ま

での全期間を通じて、役場で納税が

できます。

●平日

　午前８時３０分～午後５時１５分

●土曜、日曜、祝祭日

　午前９時～午後４時

　休日の場合は日直の担当者が収納

しますので、つり銭のないようにお

願いします。また、自動車税以外は

対応できませんのでご了承ください。

※自動車税全般に関すること、住所

変更・納付書紛失などの連絡、納税

状況の確認などについては、自動車

税コールセンター(　050‐3786‐

1222)にご連絡ください。

税務課 　８２－１２２４


